
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

 
告

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の

　

決
定 

（
子
育
て
支
援
課
）　

　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

三

 
規

則

　

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

　

（
条
例
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
処
分
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
）

４　

知
事
は
、
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
を
処
分
し
た
と
き
は
、
法
附
則
第
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
相
当
額
」
と
い
う
。）
を
市
町
村
に
交

付
す
る
も
の
と
し
、
各
市
町
村
に
交
付
す
る
額
は
、
当
該
相
当
額
に
市
町
村
か
ら
徴
収
し
た
拠
出
金
の
総
額
に
占
め

る
当
該
市
町
村
か
ら
徴
収
し
た
拠
出
金
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
交
付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。）
の
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、

各
市
町
村
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６　

第
五
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。）
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
を
決
定
し
た
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二

項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
項
」
と
、「
交
付
の
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
金
の
額
の
決
定
の
通
知
」

と
、「
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
交
付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。）」
と
、「
介
護
保

険
財
政
安
定
化
基
金
事
業
交
付
金
請
求
書
（
様
式
第
五
号
）」
と
あ
る
の
は
「
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
」
と
、
第

十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
介
護
保
険
財
政
の
不
足
額
を
補 
填 
す
る
目
的
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
料
率
（
法
第
百
二

て
ん

十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
率
を
い
う
。）（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
間
の
も
の
に

限
る
。）
の
増
加
を
抑
制
す
る
目
的
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類
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番

号
一二三四

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

２
０
１
２　

７
月
号

　

１
９
６
２
５－

０
７

恋
愛
熱
情
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン　

７
月
号

　

０
９
６
５
７－

０
７

Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ
プ
チ　

２
０
１
２　

７
月
号

　

１
５
４
８
７－

０
７

無
敵
恋
愛
エ
ス
☆
ガ
ー
ル　

２
０
１
２　

７
月
号

発　
　

行　
　

所

㈱
宙
出
版

㈱
一
水
社

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
ぶ
ん
か
社



二　

指
定
理
由

　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
十
九
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
二
十
及
び
二
十
一

の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
及
び
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育

成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

東
日
本
大
震
災
中
央
子
ど
も
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
業
務 

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
保
健
福
祉
部
子
育
て
支
援
課　

宮
城
県

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会　

東
京
都
港

区
南
麻
布
五
丁
目
六
番
八
号

五　

契
約
金
額　

七
千
百
二
十
九
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

二
十
一

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

書　
　
　

籍

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌
　

０
８
５
７
７－

７

エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
マ
ッ
ク
ス
！　

２
０
１
２　

７
月

号
　

０
２
０
９
１－

７

サ
ム
ラ
イ
イ
ー
エ
ル
オ
ー　

７
月
号

　

１
４
１
７
１－

０
７

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

７
月
号

　

０
１
８
０
５－

７

漫
画
実
話
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス
Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｕ
Ｘ

　

５
３
４
５
２－

９
４

禁
断
の
�秘
 

お
仕
事　

大
不
況
社
会
を
喰
ら
う
ア
ウ
ト

ロ
ー
大
全

　

５
３
４
５
２－

９
０

Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｕ
Ｋ
Ａ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド　

ア
イ
ド
ル
流
出
写
真

禁
断
の
５
０
０
連
発

　

６
３
４
５
６－

９
０

小
児
検
定

　

６
２
９
１
１－

６
８

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
シ
ュ
ガ
ー　

７
月
号

　

１
８
４
２
５－

０
７

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
パ
ラ　

６
月
号

　

０
８
４
９
３－

６

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｂ
Ｏ
Ｘ　

２
０
１
２　

７
月
号

　

１
７
８
４
３－

７

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

７
月
号

　

１
２
２
５
９－

０
７

エ
キ
サ
イ
タ
ー　

ｖ
ｏ
ｌ．

７
３　

６
月
号

　

１
１
９
５
７－

０
６

ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話
デ
ラ
ッ
ク
ス　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

６
７

　

０
２
８
５
０－

６

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

７
月
号

　

０
４
８
７
７－

７

衝
撃
事
件　

封
印
さ
れ
た
真
相　

第
五
章

　

５
３
４
５
２－

９
３

実
録
裏
ワ
ザ
フ
ァ
イ
ル　

〜
ス
ペ
シ
ャ
ル
プ
ラ
イ
ス
版
〜

　

５
１
１
１
７－

２
４

実
録
裏
稼
業
大
辞
典

　

５
１
１
１
５－

５
９

㈱
ぶ
ん
か
社

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
パ
ブ
リ 

ッ
シ
ン
グ
㈱

㈱
鉄
人
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
ジ
ー
ウ
ォ
ー
ク

㈱
秋
水
社

㈱
竹
書
房

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版
㈱

㈱
晋
遊
舎

㈱
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
・

メ
デ
ィ
ア

㈱
ぶ
ん
か
社

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

牡
鹿
郡
女
川
町
針
浜
字
浜
中
三
百
七
十
四
番
、
三
百
八

十
番
、
三
百
八
十
六
番
及
び
三
百
八
十
八
番
並
び
に
三
百

九
番
、
三
百
六
十
九
番
、
三
百
七
十
三
番
、
三
百
八
十
一

番
、
三
百
八
十
三
番
、
三
百
八
十
四
番
、
三
百
八
十
五
番
、

三
百
八
十
九
番
、
三
百
九
十
番
、
四
百
七
番
及
び
四
百
九

番
の
各
一
部
並
び
に
三
百
八
十
六
番
地
先
水
路
の
一
部



 
監
査
委
員
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

（
第
二
工
区
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
石
浜
字
高
森
百
五
十
五
番
地
二

 

株
式
会
社
ヤ
マ
ホ
ン
ベ
イ
フ
ー
ズ

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
５
号

　
地
方
自
治
法（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
24年

６
月
12日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
　
間
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
24年

３
月
26日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
24年

５
月
15日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

430,100,529円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

485,022,945円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

915,123,474円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

222,021,225円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

493,291,129円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

715,312,354円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
平
成
22年

度
の
収
入
未
済
額
の
う
ち
，
軽
油
引
取
税
の
198,252千

円
は
，
震
災
に
伴
う
徴
収
猶
予
の
延
長

に
よ
る
も
の
で
あ
り
，
平
成
23年

７
月
に
納
税
さ
れ
た
。

　
平
成
23年

度
に
お
い
て
は
，
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
の
た
め
，
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
が
凍

結
さ
れ
，
震
災
復
旧
・
復
興
の
た
め
市
町
村
へ
の
人
的
支
援
（
罹
災
証
明
証
発
行
業
務
等
）
を
優
先
し
た
。

　
収
入
未
済
額
の
約
54％

を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
地
方
税
法
第
48条

の
規
定
に
よ
り
，
岩
沼
市

で
滞
納
と
な
っ
て
い
る
住
民
税
21件

（
5,300,000円

）
を
引
受
け
し
直
接
徴
収
を
行
い
，
12件

（
3,467,300

円
）
を
整
理
し
た
。
ま
た
，
共
同
催
告
441件

を
実
施
し
た
。

　
な
お
，
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
制
度
に
つ
い
て
は
，
９
月
に
税
務
署
か
ら
送
付
す
る
年
末
調
整
関
係
書
類

に
特
別
徴
収
推
進
チ
ラ
シ
を
同
封
し
そ
の
普
及
拡
大
を
呼
び
か
け
た
。（
2,900枚

）

　
平
成
24年

度
に
お
い
て
は
，
震
災
被
災
者
へ
の
配
慮
を
し
つ
つ
，
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
徴
収
対
策
に

お
け
る
市
町
と
の
連
携
・
協
力
体
制
の
強
化
を
図
り
，
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
早
期
の
滞
納
整
理
と
滞

納
処
分
の
実
施
に
よ
り
，
差
押
件
数
（
600件

），
捜
索
件
数
（
10件

）
を
目
標
と
し
て
滞
納
額
縮
減
に
努
め
て

い
く
。

　
�
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,286,828,322円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
2,647,866,311円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,934,694,633円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,443,138,710円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
2,267,194,210円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,710,332,920円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
「
平
成
23年

度
県
税
事
務
運
営
」
に
基
づ
き
，「
県
税
事
務
運
営
方
針
」
を
策
定
し
，
税
収
確
保
を
図
っ
た
。
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ま
た
「
平
成
23年

度
県
税
滞
納
整
理
方
針
」
に
よ
り
目
標
・
事
業
計
画
を
定
め
，
及
び
「
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
被
災
し
た
滞
納
者
に
対
す
る
滞
納
整
理
に
つ
い
て
」
に
よ
り
震
災
被
災
者
に
配
慮
し
つ
つ
，
滞
納
整
理
を

行
っ
た
。

　
主
な
取
組
と
し
て
は
，
個
人
県
民
税
は
収
入
未
済
額
の
86％

を
占
め
，
賦
課
徴
収
を
行
っ
て
い
る
仙
台
市
に

対
し
て
，
啓
発
チ
ラ
シ
を
配
布
し
た
ほ
か
「
特
別
徴
収
一
斉
指
定
Ｗ
Ｇ
」
の
構
成
員
と
し
て
参
加
を
求
め
た
。

ま
た
，
個
人
県
民
税
を
除
く
税
目
に
つ
い
て
は
，
機
動
特
別
滞
納
整
理
班
に
よ
る
高
額
・
長
期
滞
納
案
件
の
処

理
促
進
を
は
じ
め
，
滞
納
件
数
の
70％

を
占
め
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
，
滞
納
繰
越
分
の
処
理
促
進
を
図
る
こ

と
と
し
，
被
災
者
対
策
と
し
て
は
徴
収
緩
和
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
�
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

338,643,407円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

603,974,336円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

942,617,743円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

216,319,421円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

706,359,440円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

922,678,861円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
被
災
状
況
に
配
慮
し
た
，
徴
収
猶
予
等
の
納
税
緩
和
制
度
を
適
用
し
な
が
ら
，
税
収
確
保
に
努
め
た
。

　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
町
村
と
連
携
し
た
特
別
徴
収
推
進
に
よ
り
，
大
郷
町
が
先
行
し
て
一
斉
指

定
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
個
人
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
，
共
同
催
告
を
行
う
と
と
も
に
，
地
方
税
法
第
48条

に

よ
る
直
接
徴
収
，
巡
回
指
導
及
び
県
税
還
付
金
差
押
な
ど
の
支
援
に
取
り
組
ん
だ
。

　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
税
の
収
入
未
済
額
縮
減
を
重
点
課
題
と
し
，
滞
納
整
理
の

早
期
着
手
，
徹
底
し
た
財
産
調
査
及
び
差
押
え
を
行
っ
た
。（
差
押
目
標
件
数
400件

，
実
績
413件

，
前
年
度

実
績
1,813件

）
ま
た
，
捜
索
で
差
し
押
え
た
動
産
・
自
動
車
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
よ
り
換
価
し
た
ほ

か
，
長
期
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
，
財
産
調
査
等
を
進
め
，
不
良
債
権
の
整
理
に
よ
り
収
入
未
済
額
の
縮
減
に

努
め
た
。

　
�
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

227,487,874円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

404,013,335円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

631,501,209円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

235,752,228円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

395,315,813円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

631,068,041円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
平
成
23年

４
月
25日

付
け
税
務
課
長
通
知
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
滞
納
者
に
対
す
る
滞
納
整
理

に
つ
い
て
」
及
び
平
成
23年

度
業
務
実
施
計
画
基
本
方
針
に
基
づ
き
収
入
未
済
額
の
縮
減
と
適
正
な
事
務
処
理

に
努
め
た
。

　
甚
大
な
被
害
が
あ
っ
た
滞
納
者
の
被
災
状
況
の
調
査
に
よ
り
，
調
定
件
数
498件

，
税
額
23,987千

円
の
徴

収
猶
予
を
実
施
し
た
。

　
ま
た
，
滞
納
処
分
を
し
な
け
れ
ば
税
収
確
保
が
難
し
い
事
案
に
対
し
て
は
，
不
動
産
及
び
預
貯
金
の
差
押
え

を
実
施
し
た
。

　
�
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
受
入
れ
し
た
差
押
給
与
現
金
に
つ
い
て
，
払
出
手
続
が
遅
延
し
た
た
め
，
税
収
入
へ

の
歳
入
組
入
れ
が
年
度
経
過
と
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
　
　
数
　
　
　
　
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
　
　
額
　
　
　
　
　
　
　
66,100円

　
　
　
　
　
・
歳
入
支
出
外
現
金
受
入
日
　
平
成
22年

６
月
30日
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・
税
収
入
へ
の
歳
入
組
入
日
　
平
成
23年

12月
20日

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
給
与
差
押
台
帳
に
会
計
処
理
の
各
項
目
ご
と
の
完
了
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
付
し
て
進
捗
が
一
目
で
判
別
で
き
る
よ

う
に
し
，
毎
月
の
供
覧
・
決
裁
に
付
す
。

　
ま
た
，
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
「
歳
入
歳
出
外
現
金
受
払
状
況
照
会
」
に
よ
る
確
認
を
，
担
当
班
長
及
び
納

税
担
当
総
括
次
長
が
毎
月
２
回
（
１
日
・
15日

）
行
う
。

　
�
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

343,880,217円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

577,810,401円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

921,690,618円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

302,886,354円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

566,399,962円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

869,286,316円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
当
管
内
で
は
，
東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
こ
と
に
よ
り
，
滞
納
者
の
被
災
及
び
被
害
状
況
の

調
査
把
握
に
重
点
を
置
き
，
以
下
の
対
策
を
講
じ
た
。

　
　
　
１
　
滞
納
処
分
の
短
期
集
中
化

　
滞
納
処
分
を
２
～
３
月
の
２
か
月
間
に
自
動
車
税
を
中
心
に
比
較
的
被
害
の
少
な
か
っ
た
内
陸
部
の
滞
納

者
に
対
し
，
集
中
的
に
差
押
え
を
実
施
し
た
。
こ
の
結
果
，
差
押
え
目
標
120件

に
対
し
，
目
標
を
上
回
る

124件
の
差
押
え
と
な
り
収
入
確
保
に
努
め
た
。（
前
年
同
月
比
約
２
倍
）

　
　
　
　
　
一
方
，
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
納
税
者
に
は
調
査
の
上
，
処
分
停
止
等
を
行
っ
た
。

　
　
　
２
　
個
人
県
民
税
の
徴
収
対
策

　
納
税
者
の
被
災
状
況
等
を
把
握
す
る
必
要
性
か
ら
，
管
内
各
市
町
と
連
絡
を
密
に
し
た
上
で
情
報
の
共
有

化
を
主
と
し
て
行
っ
た
。

　
ま
た
，
普
通
徴
収
か
ら
特
別
徴
収
へ
の
移
行
促
進
を
図
る
た
め
東
松
島
市
に
お
い
て
，
個
人
住
民
税
特
別

徴
収
推
進
チ
ラ
シ
を
年
末
調
整
説
明
会
で
1,200部

配
布
し
，
啓
発
に
努
め
た
。

　
�
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

54,989,505円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

126,812,460円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

181,801,965円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

63,382,861円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

129,185,587円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

192,568,448円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
税
収
確
保
の
た
め
登
米
市
と
の
共
同
催
告
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
住
民
税
の
特
別
徴
収
制
度
の
普
及
に
つ
い

て
は
企
業
17社

に
依
頼
文
書
を
送
付
し
た
。

　
滞
納
処
分
を
強
化
し
，
預
貯
金
等
を
中
心
に
差
押
え
を
行
っ
た
。

　
債
権
管
理
を
実
施
し
財
産
調
査
・
給
与
照
会
・
生
命
保
険
調
査
・
預
貯
金
調
査
を
行
い
，
滞
納
処
分
に
活
用

す
る
と
と
も
に
資
力
の
な
い
滞
納
者
へ
の
処
分
停
止
を
行
っ
た
。

　
�
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

193,666,780円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

200,718,685円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

394,385,465円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

107,571,916円
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過
年
度
分
 

184,463,193円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

292,035,109円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
平
成
22年

度
の
収
入
未
済
額
が
増
え
た
要
因
と
し
て
は
，
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
，
当
管
内
市
町
は
甚
大
な

被
害
を
受
け
た
た
め
，
徴
収
不
納
や
払
込
遅
延
を
余
儀
な
く
さ
れ
，
結
果
と
し
て
，
当
該
年
度
に
お
け
る
個
人

県
民
税
の
収
入
未
済
額
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
23年

度
に
つ
い
て
は
，
沿
岸
部
を
中
心
に
津
波
の
被
害
が
甚
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
被
害
状
況
の
把
握

に
努
め
，
被
害
を
受
け
た
納
税
者
に
つ
い
て
は
，
減
免
及
び
徴
収
猶
予
等
の
納
税
緩
和
措
置
を
行
っ
た
。
ま
た
，

過
年
度
に
か
か
る
滞
納
者
に
つ
い
て
は
，
住
民
税
課
税
状
況
調
査
や
財
産
調
査
を
行
い
，
資
力
の
あ
る
滞
納
者

及
び
現
年
度
に
か
か
る
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
催
告
書
及
び
差
押
予
告
書
等
を
送
付
し
，
滞
納
額
の
縮
減
に
努

め
た
結
果
，
平
成
24年

５
月
末
の
収
入
未
済
見
込
額
は
286,061千

円
と
な
り
，
平
成
22年

度
比
で
△
108,324

千
円
，
平
成
21年

度
比
で
△
5,974千

円
と
い
ず
れ
も
縮
減
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

　
�
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
未
熟
児
養
育
費
負
担
金
及
び
過
年
度
過

誤
払
等
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,228,822円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
17,761,393円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
18,990,215円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
11,154,725円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

7,517,438円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
18,672,163円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

6,638,827円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
34,669,813円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
41,308,640円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,973,577円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
29,420,576円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
35,394,153円

　
　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費
負
担
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

104,700円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

210,551円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

315,251円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

312,477円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

284,704円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

597,181円

　
　
　
　
〇
過
年
度
過
払
金
等
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

225,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

225,000円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

225,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

225,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
毎
月
の
定
例
班
会
議
で
，
未
済
額
の
縮
減
に
つ
い
て
各
班
員
に
周
知
し
，
地
区
担
当
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が

定
例
的
に
行
っ
て
い
る
家
庭
訪
問
時
や
電
話
連
絡
の
際
等
に
納
入
指
導
を
繰
り
返
し
行
っ
た
。

　
ま
た
，
新
た
な
返
還
金
が
生
じ
な
い
よ
う
被
保
護
者
の
生
活
状
況
の
把
握
に
努
め
，
適
切
な
扶
助
費
の
算

定
に
努
め
た
。
返
還
金
が
生
じ
た
場
合
に
は
，
時
機
を
逸
し
な
い
よ
う
に
早
め
の
納
入
指
導
を
行
っ
た
。

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
�
電
話
や
訪
問
等
に
よ
る
督
促
を
す
る
と
と
も
に
，
生
活
基
盤
の
確
立
を
指
導
し

な
が
ら
償
還
指
導
を
行
っ
た
。
�
連
帯
保
証
人
へ
滞
納
状
況
を
連
絡
し
，
借
受
人
へ
の
納
入
履
行
の
協
力
や
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連
帯
保
証
人
へ
の
償
還
請
求
も
行
っ
た
。
�
一
部
納
付
が
可
能
な
こ
と
を
説
明
し
，
徴
収
に
努
め
た
。
�
償

還
指
導
が
困
難
な
滞
納
者
の
ケ
ー
ス
検
討
会
を
行
い
，
担
当
職
員
の
ス
キ
ル
の
向
上
を
図
っ
た
。

　
償
還
開
始
世
帯
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
，
①
償
還
開
始
時
期
の
到
来
前
に
借
受
人
と
連
絡
を
取
り
合
い
，

償
還
義
務
を
説
明
し
た
。

　
新
規
相
談
者
に
つ
い
て
は
，
�
貸
付
内
容
及
び
返
済
計
画
の
精
査
に
努
め
た
。
�
連
帯
借
受
人
及
び
連
帯

保
証
人
と
の
原
則
面
接
を
実
施
し
た
。

　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費
負
担
金

　
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
�
継
続
的
に
電
話
や
訪
問
等
に
よ
る
督
促
を
行
い
，
納
入
を
図
っ
た
。
�
一
部
納

付
が
可
能
な
こ
と
を
説
明
し
，
徴
収
に
努
め
た
。

　
新
規
申
請
者
に
対
し
て
は
，
�
未
熟
児
養
育
費
の
納
入
義
務
の
理
解
を
図
っ
た
。
�
未
熟
児
養
育
費
は
乳

幼
児
医
療
費
助
成
に
該
当
す
る
こ
と
を
説
明
し
，
負
担
の
軽
減
を
周
知
し
納
入
促
進
を
図
っ
た
。

　
時
効
が
成
立
し
た
未
納
に
つ
い
て
は
，
不
納
欠
損
処
理
を
行
っ
た
。

　
　
　
〇
過
年
度
過
払
金
等
返
還
金

　
こ
の
返
還
金
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
修
学
資
金
１
件
に
係
る
返
還
金
で
あ
る
。

　
滞
納
発
生
後
速
や
か
に
借
受
人
に
対
し
て
督
促
通
知
を
行
い
，
継
続
し
て
電
話
や
訪
問
等
に
よ
る
償
還
督

促
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
，
連
帯
保
証
人
へ
の
連
絡
や
償
還
請
求
も
行
っ
て
い
る
。

　
借
受
人
は
定
職
に
就
か
ず
，
連
帯
保
証
人
も
体
調
が
悪
く
就
労
が
厳
し
い
状
態
に
あ
る
。
今
後
と
も
一
部

納
付
の
活
用
な
ど
の
説
明
や
生
活
基
盤
の
確
立
を
指
導
し
な
が
ら
収
納
促
進
を
図
っ
て
行
く
。

　
�
　
松
島
公
園
管
理
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
公
園
地
占
用
利
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た

い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,258,176円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

5,258,176円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

0円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
本
案
件
は
，
納
入
義
務
者
の
事
業
業
績
の
悪
化
と
東
日
本
大
震
災
で
の
被
災
に
よ
り
，
平
成
22年

度
公
園
地

占
用
使
用
料
の
納
入
が
遅
滞
し
，
収
入
未
済
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
収
納
促
進
に
当
た
っ
て
は
，
督
促
状
の
送
付
だ
け
で
な
く
，
納
入
義
務
者
と
定
期
的
に
打
ち
合
わ
せ
を
実
施
。

納
入
見
通
し
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
，
督
促
も
行
っ
た
結
果
，
平
成
23年

８
月
25日

に
公
園
地
占
用
使
用

料
が
納
入
さ
れ
た
。

　
今
後
は
，
債
権
管
理
を
十
分
に
行
う
こ
と
に
よ
り
，
納
入
遅
滞
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
，
納
入
遅
滞
が

あ
っ
た
場
合
は
，
督
促
の
徹
底
に
よ
り
早
期
納
入
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　
�
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
事
務
事
業
の
執
行
に
お
い
て
，
財
務
規
則
等
に
準
拠
し
て
い
な
い
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

速
や
か
に
措
置
す
る
と
と
も
に
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
生
産
物
売
払
い
に
お
い
て
，
ア
ワ
ビ
稚
貝
65,500個

を
買
受
業
者
に
引
き
渡
し
た
が
，
財
務
規
則
に
規
定

す
る
売
買
契
約
書
を
作
成
し
て
お
ら
ず
，
調
定
が
遅
延
し
，
収
入
未
済
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
〇
売
買
契
約
書
未
作
成

　
　
　
　
　
・
財
務
規
則
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
を
作
成
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
売
払
金
額
　
4,280,000円

　
　
　
　
〇
調
定
遅
延

　
　
　
　
　
・
生
産
物
引
渡
日
　
平
成
22年

４
月
６
日

　
　
　
　
　
・
調
定
日
　
　
　
　
平
成
23年

３
月
11日

　
　
　
　
〇
収
入
未
済

　
　
　
　
　
・
生
産
物
種
苗
売
払
収
入

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,280,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,280,000円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

0円
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ロ
　
措
置
の
内
容

　
こ
れ
ま
で
買
受
業
者
に
対
し
，
再
三
契
約
書
の
締
結
及
び
支
払
い
を
要
請
し
た
が
，
買
受
業
者
は
津
波
で
大

損
害
（
ア
ワ
ビ
稚
貝
も
流
出
）
を
受
け
，
国
の
平
成
23年

度
３
次
補
正
予
算
の
補
助
金
を
活
用
し
た
会
社
の
再

建
に
動
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
，
代
金
の
減
免
を
要
望
さ
れ
た
。
ま
た
，
期
日
ま
で
の
代
金
支
払
及
び
違
約

金
条
項
の
入
っ
た
契
約
書
の
取
り
交
し
は
拒
絶
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
県
顧
問
弁
護
士
に
相
談
し
，
時
効
成
立
（
平
成
24年

４
月
６
日
）
を
考
慮
し
て
，
契
約
行
為
を
棚
上

げ
し
，
時
効
中
断
効
果
の
あ
る
「
債
務
確
認
書
」
の
提
出
を
買
受
業
者
に
依
頼
し
た
。

　
そ
の
交
渉
で
は
，
買
受
業
者
に
減
免
・
減
額
等
は
で
き
な
い
と
説
明
し
た
。
そ
の
上
で
，
厳
し
い
経
営
状
況

は
十
分
理
解
し
て
い
る
の
で
業
況
が
回
復
し
た
後
，
支
払
い
を
お
願
い
す
る
旨
を
伝
え
，
平
成
24年

３
月
20日

付
け
で
「
債
務
確
認
書
」
の
提
出
を
受
け
た
。

　
今
後
は
，
定
期
的
（
最
低
３
か
月
に
１
度
）
に
買
受
業
者
を
訪
問
し
経
営
状
況
等
の
確
認
を
行
い
，
契
約
締

結
及
び
支
払
を
促
す
こ
と
と
す
る
。

　
再
発
防
止
策
と
し
て
，
財
務
規
則
に
基
づ
く
事
務
手
続
の
徹
底
の
た
め
，
全
員
を
対
象
と
し
た
会
計
指
導
検

査
室
の
出
前
研
修
を
実
施
し
，
職
員
の
資
質
向
上
及
び
管
理
職
員
の
管
理
能
力
を
高
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
�
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
事
務
事
業
の
執
行
に
お
い
て
，
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
い
な
い
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
港
湾
区
域
内
水
域
占
用
許
可
に
係
る
事
務
処
理
が
遅
延
し
た
た
め
，
許
可
手
続
を
遡
及
処
理
し
，
収
入
未

済
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
〇
許
可
手
続
の
遡
及
処
理

　
　
　
　
　
・
占
用
許
可
期
間
　
�
平
成
22年

４
月
１
日
～
平
成
23年

３
月
31日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
平
成
22年

４
月
１
日
～
平
成
23年

３
月
31日

　
　
　
　
　
・
申
請
書
受
理
日
　
�
平
成
23年

３
月
10日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
平
成
23年

３
月
４
日

　
　
　
　
〇
調
定
遅
延

　
　
　
　
　
・
調
定
日
　
�
平
成
23年

３
月
31日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
平
成
23年

３
月
31日

　
　
　
　
〇
収
入
未
済

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,370,310円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,370,310円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

0円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
港
湾
区
域
内
水
域
占
用
許
可
に
係
る
台
帳
に
よ
り
，
複
数
の
職
員
が
許
可
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，
特

に
許
可
更
新
時
に
は
申
請
漏
れ
が
な
い
よ
う
重
点
的
に
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
，
適
切
な
占
用
許
可
及
び
収
納
事
務

を
実
施
し
て
い
く
。

　
�
　
仙
台
二
華
中
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
物
品
調
達
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
物
品
調
達
事
務
に
お
い
て
，
品
目
，
規
格
，
納
期
等
が
ほ
ぼ
同
じ
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
分
割
発
注
し
て
い

た
も
の
。

　
　
　
　
〇
カ
ー
テ
ン

　
　
　
　
　
・
発
注
回
数
　
５
回

　
　
　
　
　
・
契
約
月
日
　
平
成
22年

４
月
20日

～
４
月
21日

　
　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
277,998円

　
　
　
　
〇
暗
幕
レ
ー
ル

　
　
　
　
　
・
発
注
回
数
　
４
回

　
　
　
　
　
・
契
約
月
日
　
平
成
22年

４
月
22日

～
４
月
28日

　
　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
366,555円

　
　
　
　
〇
タ
ー
ポ
リ
ン
シ
ー
ト

　
　
　
　
　
・
発
注
回
数
　
６
回

　
　
　
　
　
・
契
約
月
日
　
平
成
22年

４
月
22日

～
５
月
12日

　
　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
411,600円

　
　
　
　
〇
生
徒
用
椅
子
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・
発
注
回
数
　
10回

　
　
　
　
　
・
契
約
月
日
　
平
成
22年

４
月
19日

～
５
月
12日

　
　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
882,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
今
後
，
不
適
切
な
執
行
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
会
計
処
理
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
十
分
に
行
う
こ
と
と
し

た
。

　
ま
た
，
毎
日
の
職
員
打
合
せ
で
業
務
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
合
い
，
課
題
に
つ
い
て
は
担
当
者
任
せ
に
せ
ず
，

共
通
理
解
の
も
と
に
関
係
職
員
全
体
で
処
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
�
　
多
賀
城
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
教
育
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
算
定
誤
り
に
伴
う
還
付
手
続
が
遅
延
し
た
た
め
，
還
付

加
算
金
が
生
じ
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
還
付
額
　
　
169,340円

（
27件

）

　
　
　
　
・
還
付
加
算
金
　
2,200円

（
２
件
）

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
施
設
使
用
料
算
定
に
お
い
て
，
50％

減
免
と
す
べ
き
と
こ
ろ
，
減
免
な
し
と
し
て
算
定
し
徴
収
し
た
も
の
で

あ
り
，
平
成
22年

度
分
に
つ
い
て
平
成
24年

２
月
１
日
に
支
払
処
理
を
行
っ
た
。

　
会
計
処
理
に
お
い
て
は
，
関
係
規
則
に
則
り
手
続
を
行
い
，
複
数
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
し
再
発
を

防
止
し
て
い
く
。

　


